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事件進行管理の方策について（事務連絡）

円滑な事件処理は，裁判所に対する国民の信頼を確保するために重要であり， 事

件を担当する裁判官を含む関係職員におかれては， 日頃から，事件の適切な進行管

理に留意されていることと承知しています。

事件の進行管理は，個々の事件の性質や内容に加えて，部や庁全体の事件動向や

人的態勢等を含む各庁の実情にも応じてなされるものと考えられますが，事件処理

に不適切な遅滞が生じないようにするためには，事件を担当する裁判官と関係職員

とが連携しつつ一つ一つの手続を適切に進めていくことはもとより，民事裁判事務



支援システム（以下「MINTAS」 という。）や刑事裁判事務支援システム（以下

「KEITAS」という。）等の裁判事務支援システム（以下「システム」という。）

有効に活用して事件の進行状況を可視化し，部に係属する事件につい

て，部総括裁判官を中心として部全体で（部が設けられていない支部や家庭裁判所

においては，支部長や上席裁判官を中心として）進行管理していく態勢を作ること

が有益であると考えられます。

ついては,今般， システム を用いた事件進行管理の具体的な手法の例

や留意事項等を別紙のとおりまとめました。既に，部全体としての進行管理を実行

されている部署も多いと思われますが， このような手法を広く共有し，着実に実行

していくことには意義があると考えられます。各庁におかれては，裁判官のほか，

関係の管理職員に本事務連絡を周知していただき，事務処理に遺漏のないようにし

てください。

なお,簡易裁判所に対しては,所管の地方裁判所からこの旨をお知らせください。
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（別紙第1）

【民事事件関係】 ‘

1 主たる事件類型におけるシステム側 剛活用方法

（1）民事訴訟事件については，以下のとおり,MINTAS囮 囲利用し

て部や係ごと例 ■を作成することにより，進行状況を把握するこ

とができる。部総括裁判官（部が設けられていない支部では支部長）及び主任

書記官等の管理職員等（以下「管理職員等」という｡）は，自ら担当していない

事件を含む部に係属している事件全体の状況について継続的･定期的に確認し，

必要に応じて，担当裁判官や担当書記官等と進行について意見交換を行うなど

して,部又は支部全体で事件の進行管理を行う態勢を構築することが望ましい。

そのために,例えば，部総括裁判官又は支部長の命を受けた主任書記官等が，

1か月に1度といった頻度で， 【 0が一定期一事件,Q■■■■

■とされたまま一定期閲 画事件を■■し‘，該当する事件について，必要

に応じ個別に原因を確認することが考えられる。なお， 湘当先I⑪

■されている場合についても，以下の並べ替えにより,【 溺遠いものが

一番上又は一番下に集まるので,同様に， ﾖ長くなっている事件に関

して，個別に原因を確認することが考えられる。

※MINTASI －－三助【一‐ 】から |I I 〆

′■を選択して表示される ll －－－ －－－‐ にあI

る四，■欄等について，以下のとおり選択して「■■

ロを表示し， で並べ替える（図1参照。■

いま 欄が空白となっている。 【 －－ Dか, |

かについては， 欄を調べることで判明する｡)。

○q■■

肋うち，■を選択する。
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○【 ,

リストボツクスから‐象匝 】■■■■又'一を選択する。
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(2) 簡易裁判所の民事訴訟事件については,MINTASではなく期日進行管理

プログラム（簡裁民事事件用） （以下「簡民プログラム」 という。）を利用し，

おおむね同様一法を用いることで進行状況を把握することができる。ま

た，民事調停事件についても民事訴訟事件に準じて状況を把握できる。

2 その他の事件類型における進行管理の方策

（1） 訴訟救助，文書提出命令等

訴訟救助，文書提出命令，訴訟費用等の額の確定処分,即時抗告，特別抗告

等の立件を伴う民事訴訟の付随的事件については，不適切な遅滞が生じやすい

が,MINTASを利用し 表示することにより，進行状況を

把握することができる。管理職員等は，一定の頻度で一覧を確認し,■■■■■

が古いものを中心に，個別に不適切な遅滞が生じていないか，生じていた場合

にはその原因を確認することが考えられる。

(2) 移送，回付等の後

移送，回付等がされた後 こついては，不適切な遅滞が生じるこ

とがあるが,MINTASにおいては■■■■■■■■の から巴

を選択して表示される｢■■■■■■■■■■■■■」

を閲覧することにより，各書記官が持っているq■■の一覧を確認することがで

きる。管理職員等は，一定の頻度で一覧を確認し，そのうち古ﾚｰﾇ記録

されているものについては， 当該q■■を精査して,0■■未了の原因を確認する

ことが考えられる。なお，簡民プログラムにおいては を選択し

－引継ぎが未了の既済事件の一覧を呼び出し,■■■で並べ替えると，

終局後相当期間■■の引継ぎがされていない事件一することができる。



(3)不動産執行事件

不動産執行事件については，予納金の納付未了等による開始決定未了や長期

送達未了，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律に基づく続行決

定の遅延による滞留が生じやすいが，新民事執行事件処理システムにより進行

状況を把握することができる。すなわち, 【 肋四一■

一【－‐ 】－'1 】を順次選択し，ーを選択し，

の項目において；①Ⅲ Mを選択し，

■を押下すると， ’ 肋 § （図2－1参

照)，②｢｜

ると，■■

■1着を

’」を選択し，■を押下す

，③’11 、を選択し，肺（図2－2参照)，

押下すると，
７
１ _－． __溺 (図2－3

参照),;それぞれ■■■される。管理職員等は，一定の頻度で各類型の一覧を確認

し，個別に不適切な遅滞が生じていないか，生じていた場合にはその原因を確

認することが考えられる。
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(4)債権執行事件

債権執行事件については，長期送達未了による滞留が生じやすいが，債権執

行事件管理プログラムにより進行状況を把握することができる。すなわち,■

ー剛|Q 】一【‐－ 】中1 U■

~ 【 】ボックスから lq
ノ

趾



－】を■することができる（図3参照)。管理職員等は，一

定の頻度で一覧を確認し，個別に不適切な遅滞が生じていないか,生じていた

場合にはその原因を確認ずることが考えられる。

図3

イ

(5)破産事件

破産事件については，予納金の納付未了等による開始決定未了や破産管財人

による事務処理遅滞に起因する滞留が生じやすいが，破産事件処理プログラム

により進行状況を把握することができる。すなわち，

■■■■こおいて, 11 1の項目に基Nの項目に基準

I
1

I

』1

日を入力した上でチェッ

クし，①【__三 了一 hの項目に基準日を入力した上でチェックして

いを押下すると■‐‐ 画 一一が（図4－1参照),②巴

【 」に日付を入力して■を押下する巴 ‐ 画一 函
）

（図4-2参照),それぞれ■■される｡管理職員等は,一定の頻涯で一覧を確

認し，個別に不適切な遅滞が生じていないか，生じていた場合にはその原因を

確認することが考えられる。
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(6) 過料事件，支払督促事件

過料事件は， 当事者から督促を受けることがなく，遅滞が発生しやすい事件

類型であるが，システムの検索機能により管理することはできないため，特に

注意が必要であり，管理職員等において，あらかじめ，その他の方法による遅

滞の防止について検討しておく必要がある。例えば，定期的に，記録ロッカー

内の過料事件記録を確認することや，新受件数及び未済件数等の統計数値の変

動を確認し，前月と数値に変動がない場合や，前年度と比較して新受及び既済

事件数が極端に減少している場合は，担当者に状況を確認することが考えられ

る。支払督促事件においては，長期送達未了による滞留が生じやすいので， シ

ステムにより進行管理がされていない場合は,特に定期的な記録ロッカー内の

支払督促事件の記録の確認を行うのが適切である。
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(別紙第2）

【刑事事件関係】

【 一---浬おけるシステム囮 助活用方法

(1)刑事訴訟事件については，以下のとおり, KEITAS側 麗利用し

1
、

て1
判
‐
訓を作成することにより，

進行状況を把握することができる。部総括裁判官（部が設けられていない支部

では支部長)及び主任書記官等の管理職員等（以下「管理職員等」という｡）は，

自ら担当していない事件を含む部に係属している事件全体の状況について継続

的・定期的に確認し，必要に応じて，担当裁判官や担当書記官等と進行につい

て意見交換を行うなどして，部又は支部全体で事件の進行管理を行う態勢を構

築することが望ましい。そのために，例えば，部総括裁判官又は支部長の命を

受けた主任書記官等が， 1か月に1度といった頻度で，
ｒ
Ｌ I

I し，該当する事件について，必要に応じ個別に原）

因を確認することが考えられる。

※KEITASカスケードメニューの|0 _ ･ DIからー

I 】を選択して表示されるK_L－ 1

■■■■■にあるー欄等について，以下のとおり選択し‐る

ことにより， )をI 確認することができる（図1参照)。
､

○■■■■■

リストボヅクスから’

○I D

騒選択する。

ける。’

○1 I

リストボックスから【 ■を選択する。

※上記の 欄で, M Iを選択すれば，同様1－

一



■を確認することができる。

図1

』
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〆

KEITASではなく期日進行管理

おおむね同様一法を用いるこ
へ

(2)簡易裁判所の刑事訴訟事件については，

プログラム（簡裁刑事事件用）を利用し，

とで進行状況を把握することができる。

田ごおける進行管理の方策2 1

（1） ｝｛ 、

I｛

こついては，以下のとおり, KEITAS

きる。管理職員等は，一定の頻度で一覧を

NI

により進行状況を把握することができる。管理職員等は，一定の頻度で一覧を

確認し,事件番号が古いものを中心に,個別に不適切な遅滞が生じていないか，

生じていた場合にばその原因を確認することが考えられる。なお， 【 ‘ 】

q■■では，処理遅滞の確認に加え，公訴時効期間を徒過しないように進行管理
ロ 、

を行う必要があることにも留意する必要がある。

※KE'ITAS･カスケードメニューの恒－W 1 】から｢■■■』

｣を表示し, 欄において，

D, M _ 11 , m■■■■

【、 ‐‐ Ⅲ 夕

】などを選択し，Ⅲ

膨一 ると， ’
１
肌
０
日
川
且I

／

■される（図2参照)。
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(2) ｒ
ｌ

、
Ｍ
ｈ
川
Ⅵ

I Nこついては，上記

画一_－－－ ｝を利用する方法とは別の方法により進行管理を行うことも考

えられる6具体的には，不適切な遅滞が生じないよう，例えば, '予め担当裁判

官と相談の上で事件処理を行うべき時期を定め， 【－－__‐ IIこ-つ

し，また，■■■■いては， I I

ーについては，そーをKEITASの

より，その時期をKEITASへのログイン後

【‐ 】として入力することに

lさ側

せることができるほか》【_二一

気づきの機会を得ることができる（なお，

けることもできるため，

II

､については, KEITASで梱を入力するこ･とができない1

ため， この方法は活用できない｡)。

、

く

、

耳

／



(別紙第3）

【家事事件関係】

1主たる事件類型におけるシステム例 囮活用方法

（1） 家事事件については，以下のとおり"MINTAS画 Iを利用して部

や係ごと伽 _:患作成することにより，進行状況を把握すること

ができる｡部総括裁判官(部が設げられていない支部や家庭裁判所においては，
、

支部長又は上席裁判官）及び主任書記官等の管理職員等（以下「管理職員等」

という。）は， 自ら担当していない事件を含む部に係属している事件全体の状況

、について継続的・定期的に確認し,必要に応じて，担当裁判官や担当書記官等

と進行について意見交換を行うなどして，部，支部又は庁全体で事件の進行管

理を行う態勢を構築することが望ましい。そのために，例えば,部総括裁判官，

支部長又は上席裁判官の命を受けた主任書記官等が， lか月に1度といった頻

度で,【 －－ －跡一定期間■■■の事件, 1 】とされたまま一定期間

■■■の事件及 湘当先I■されている事件‐し，該当する

事件について，必要に応じ個別に原因を確認することが考えられる。 （なお,､担

一当書記官に対し, I Bー閲に, 1 " D力■できない理由べ■

とな‘っている理由などを記載するようあらかじめ依頼しておけば， よ

り適切に状況を把握すること:ができると思われる（以下側-－－ Nこ

」

､

おいて,［ ゆチェックボックスに選択のチェックを入れれば，

■こ反映させることもできる6)｡）

※MINTASI 画一を選択して表示される■

【 】」にある四, l1 － 】, ll I1 ,-、
.

【〕 ll欄について,以下のとおり選択して【 ‐_と ー 1

1 Dを表示する（図1参照)。

○■

ノ



リス,トボックスから一象 ■■■■を選択する。
． (

○I

リストボックスからq■■対象の■■■■を選択すれば,■■■

■■■■を作成することができる。

○I

)ごとの

のチェックボックスに選択のチェックを
も

■を作成することができる。

'1 l1

入れることにより， 1

○■■■■■

I Dカー事件のみを■する場合にはj ll l

■を選択する｡

○【 ‐ ．l

ー【 ‐_ …: 1－■■■及び ー __函チェ

ックボックスに選択のチェックを入れるb 【－－ _難, 湘

当先I■されている事件及圃ロ■事件を対象とする場合には,■

mチェックボックスに選択のチェックを入れる(II I
1． ．，

■の欄が空欄となっている事件の中には,r』ゞ 冨件；

事件のほか, [ _ー■を8－－ M■されている事件,0■■■

■の入力漏れの事件も含まれている｡)。なお,■■'頂に並べ替えを行うこ

とができ §相当先I■されている事件を容易に確認すること

が可能である。

ノ
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(2)資料提出依頼,家裁調査官の調査報告書及び当事者等の回答書等に関しても，

以下のとおり,MINTASを利用することにより，進行状況を把握すること

ができる。

※担当書記官が，資料の提出依頼，調査官調査及び当事者等への照会を行っ

たとき,MINTASにおいて， 当該事件囮 囮「

－－に，これ圃一 ¥魎囲， 、及び【 ）’

を入力する｡担当書記官は,毎朝
【

画一L－ I

■の表示を確認し,⑩■したもの⑱■している場合にI■

で表示される｡）について,■■■等一有無を確認し,■■■■の場合は速

やかに催促を行う。q■■等が確認できた場合は，

当該表示を削除する｡

から【一 Ⅱ

2 その他の事件類型における進行管理の方策

後見等監督事件及び財産管理事件については,以下のとおりyMINTASを

利用して手続の状況を把握することができる。

（1）後見等監督事件 ［ 肋督促）

ア後見等事件咽 ）を行う場合には,MINTASの■ Iの

欄を利用しーを行うため,0■■事件が終局した際に，次回

囮__.‐ ‐ 肋ﾐMINTASのー欄に適切に入力されている

かを記録査閲などの機会に点検することになるが,MINTASへの不適切

な入力等により， （ｱ） 欄に入力され随当__…‐ 脇経過している

のに’ 肋ﾐなされていない事件, (ｲ) 欄への入力カー

■となっているために■｡ Mこ'= …* 匿れていない事件, (ｳ)－

口欄に相当先例 が入力されている事件が存在する可能性がある。



管理継続中事件に関する係全体の事件進行管理として, 不適切

な遅滞を防止するために，管理職員等が，次のようにMINTASを利用す

る方法で，一定の頻度で点検を行うことが考えられる。

㈱ 、欄に入力された■■■■■■を経過しているの( §

なされていない事件の有無を確認する方法

※1 MINTAS一一一一を

選択して表示される にある一

一，一欄について，以下のとおり選択してⅡ■■

」を表示する（図2参照)。
、

○■■■■■■

管理継続中の全事件一きるようにー，ー，口

■，ー， ．ー，ー｜ を選択する。

○■■■■■■

一，四，価， ， を選択

する。

○■■■■■

始期に点検日以前一(例：点検日－，終期

｜ 入力する。

※2 0■■された事件がある場合（四欄及び 欄で特定

できる｡）には，事件記録を点検することで， 欄に入力され

経過しているのI-3なされていない事件の有無

を確認することができる。 、
ノ



図2



け） 欄への入力力K_ … 1となっているためにI

【 －－窟れていない事件の有無を確認する方法

)に

欄カーある事件一を作成する。

(1)MINTASI:…‐土 肋－－，－－－M

※1

を選択して表示される ーI 」にある）

■， 【 DI ,一欄について，以下のとおり選択し

てM 1を表示する。

○■■■Ⅱ■■

管理継続中の全事件を■できるように一，ー,、■

■，ー，ー，ーを選択する。

○■■■■■

ー’四，四,ー， 【－ l1を選

択する。

○■■■■

を選択する。

(2) Ⅱ 」が表示されたら, .照合作）

業の便宜のため，■欄を押下して並び替えを行った上で，■

■欄カーある事件一を作成する。

－－－■を作成する。

※1ーした事件ば，■■■事件力■である事件(MINTASで

剛 画際にI 閉ると 欄が空欄となる｡）とU■

ー欄の入力が漏れている事件が混在することになる。 I

欄の入力が漏れている事件を■するためには，0■■事件カーある

事件との照合作業（口 、を照合する｡）を行う必要があるため，

※2



〕とおり【－－_‐ ■を作成する。

■■■■のーを選択して表示される

」にある価, W m, ll ]

災下のとおり撰択して’1

別途MINTASから次のとおり｜

(1) MINTASQ __－－－－‐

リ|I

ー｜欄について，以下のとおり選択して’1

ー｜を表示する。

○q■■

リストボックスから後見事件を担当するーq■■■を選択す

る｡

○l l

ｒ

のチェックボックスに選択のチェI I

ツクを入れ，ー欄に点検日を入力する。

○I ］

■■■■0－－二一二M■■■■及側 一一 1■

母§表示される6）のチェックボックスに選択のチェックを入れる。

が表示されたら，照合作業の便宜

て■皇_ー 囮並び替えを行った上

(2)
１
１
ウ
リ|｛

■欄を押下してI

Dを作成する。

のため， I

で，■■■

※3 ※1で作成し と※2で作成しーとの照合作業一

■を照合する｡）の結果，※1で作成し こ※2で作成しー
E

で■■した事件以外の事件がある場合にば 欄の入力が漏れ
（ ．

ている事件である可能性があるため，事件記録を点検することー

■こg 適れていない事件の有無を確認することができる。

※4 この点， 【 ｡"|0 N欄に直近の■■■■の入力

を行う事務フローを定めておくと，※2で作成しだQ■■■での照合作業

を行う代わりに，直近 勘ら点検日までの期間が1年○か月以上

など一定の期間を経過している事件‐し，■■■された事件について

h

】

､

〆



L

事件記録を点検することにより{~ ~､ 11 されていない事件

の有無をより簡便に確認することができる。

(ｳ） 欄に相当先叫

認する方法

肋§入力されている事件の有無を確

※1 MINTAS[ －－m一一r了三二－一－ 】を

選択して表示されるロ 】こある【－－－ 1，

： 【_－ ．－ ‐ 肌 欄について，以下のとおり選択して■

を表示する。1 1

○：■■■■■■

管理継続中の全事件一きるようにー,-,m
－ ｡ 、

■■D,-,-'ーを選択する。

○■■■■■ 、

－，烟，巴,，ー，一一を選択

する。

○■■■■■

始期及び終期にそれぞれ点検日以降の I (例：始期・点検日

さ画_一丁一】 を入力する。l終期亜___一
r

L－－酬

※2■された事件がある場合（咽欄及び【 】欄で特定

できる6)'には，各庁におけ囹‐ 圃期の運用を踏まえて事件記録を

点検するごどで， 欄に相当先画 了 溺入力されている

事件の有無を確認することができる。

イ 【 …_…一画督促に関しては，ア付)※2の方法(ただし， (2)例一 助

並び替えを行わなくてよい｡)lこより作成した1 －圃創ら，ー



■欄に入力された■一‐ …から点検日までの期間が各庁の緊急事務処

理指針で定める督促スケジュールを踏まえて一定の日数を経過している事件

を■する。該当事件がある場合一件画一一 震た剛 麺特

定できる｡）には事件記録面一 ← ‐囮督促状況－され 審査

状況を点検することで1 画督促が遅滞している事件一審査

が遅滞している事件の有無を確認することができる。

(2)財産管理事件6 画督促）

財産管理事件において,【.ー ‐ ‘から 管理を行う場合には，

MINTAS例 画 欄を利用して一理を行うた

め,■■■の点検が終了した際に次回畑予定日がMINTASのー

、欄に適切に入力されているかを記録査閲などの機会に点検することになる

が,MINTASへの不適切な入力等により，アー欄に入力された

－脚限を経過しているの唾 掴督促がなされていない事件，

イー欄への入力が漏れて空欄となっているため1回二一‐ ゞ 覇定の

時期IE__ － - F､画督促がされていない事件, 'ウ 欄に相当先の■

【 －凝限が入力されている事件が存在する可能性がある。また，エ各庁の
． 、

緊急事務処理指針で定める督促スケジュールを踏まえ 審査がなされ

ていない事件が存在する可能性もある。

管理継続中事件に関する係全体の事件進行管理として, 【■畑管理や

■■■の審査の不適切な遅滞を防止するために，管理職員等が，次のようにM

INTASを利用する方法で，一定の頻度で点検を行うことが考えられる。

※1 1 蔦閻作成する。

(1) MINTASQ－__一 肋一一一

択して表示されるM _ )」にあるU

選
，
脈
。

I



M,一欄について，以下のとおり選択してー'1

】 」を表示する。’

○1

管理継続中の全事件を一きるようにー，毒，■

■，ー，ー'，ーを選択する。

○ I" 1

IQ－－ ll , ll ilを選択する。

（2） 【 、」が表示されたら，確認作

業の便宜のため， ’1 】欄を押下して0 画古い順に並び替

えを行った上で, 1－－－ 、を作成する。

※2(1) 欄に入力された0--- ‐・期限を経過しているの1－

ー督促がなされていない事件の有無を確認する方法

点検日を基準として, 1 肋一欄の■■■■

｜■期限が経過している事件を■する(なお,該当事件が(4)の事件であ
ぅ

る可能性がある。そのため, (4)と同じ一定の期間を経過している事件を■

■Dすることも考えられる｡)。

（2） 欄への入力が漏れて空欄となっているため恒一 杼

定の時期恒一 Dの督促がされていない事件の有無を確認する方法

欄が空欄となっている事件を1■■’ ，肋

する。

(3) 欄に相当先の■‐ ‐期限が入力されている事件の有無

を確認する方法

各庁における0 期限の運用を踏まえて， 【 － － 1

の ｜欄が相当先例 」となっている事件を■する。

(4)各庁の緊急事務処理指針で定める督促スケジュールを踏まえ

審査がなされていない事件の有無を確認する方法



■■■■■■■■■■■■の 欄 限から点検日ま

での間が各庁の緊急事務処理指針で定める督促スケジュールを踏まえて一

定の期間を経過している事件一る（なお，該当事件が(1)の事件であ

る可能性がある｡)。

※3 0■■された事件がある場合（基本事件 た1－ー

‐特定できる｡）には，事件記録 況やq■■されー

■の審査状況を点検することで,一こ対する 督促事務

が遅滞している事件やq■■■の審査が遅滞している事件の有無を確認するこ

とができる。

なお，一欄に直近の■■■■の入力を行う事務フローを定

めておくと，直近 動ら点検日までの期間を把握することができる。

、



(別紙第4）

【少年事件関係】

主たる事件類型におけるシステムの検索機能の活用方法

少年事件については，少年事件処理システム導入庁（ライセンスが入っている

関係職員）においては，以下のとおり，少年事件処理システムを利用して，指定

した期間内に終局していない係属中の事件を抽出した「長期未済事件一覧表」又

は指定した期間に受け付けた事件のうち終局していない事件を抽出した「係属事

件一覧表」を作成することにより，進行状況を把握することができる。部総括裁

判官（部が設けられていない支部や家庭裁判所においては，支部長又は上席裁判

官）及び主任書記官等の管理職員等（以下「管理職員等」 という。）は， 自ら担当

していない事件を含む部に係属している事件全体の状況について継続的・定期的

に確認し，必要に応じて，担当裁判官や担当書記官等と進行について意見交換を

行うなどして,部，支部又は庁全体で事件の進行管理を行う態勢を構築すること

が望ましい。そのために，例えば，部総括裁判官，支部長又は上席裁判官の命を

受けた主任書記官等が， 1か月に1度といった頻度で，長期未済事件を検索し，

該当事件について，必要に応じ個別に原因を確認することが考えられる。

※長期未済事件一覧表

少年事件処理システムの「帳票出力処理」を選択し， 「事件一覧」内の「長期

未済事件一覧表作成処理」を選択し，抽出条件となる長期未済期間を入力し，

確認を選択することで表示される（図参照)。

※係属事件一覧表

少年事件処理システムの「帳票出力処理」を選択し， 「事件一覧｣､内の「係属

事件一覧表作成処理」を選択し， 「担当係別出力」又は「担当調査官別出力」を

選択し，抽出条件となる受付年月日の開始年月日，終了年月日，担当係又は担



当調査官を入力し）印刷を選択することで，担当係別，担当調査官別の未済事

件一覧が印刷される。
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なお，執行機関に送付する決定書謄本を含む社会記録は，執行機関において少

年に対する処遇の方針及び計画を策定する上で重要な参考資料となるものであり，

保護処分は決定があれば確定を待たずに執行に移行するため，事件終局とほぼ同

時に記録の引き渡しができるように努め，仮に同時に引き渡しができない場合で

も，できるだけ事件終局後1週間以内に，執行機関に到達することが要請されて

いる。社会記録の送付について， システムの検索機能により管理することはでき

ないため，特に注意が必要であり，管理職員等において，帳簿や一覧表を活用す

るなどの方法による遅滞の防止について， あらかじめ検討しておく必要がある。
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